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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　駆動源からの駆動力を前輪及び後輪に伝達する駆動力伝達経路と、
　前記駆動力伝達経路における前記前輪又は前記後輪と前記駆動源との間に配置された駆
動力配分装置と、を備えた四輪駆動車両において、
　前記駆動力配分装置により前記前輪と前記後輪とのいずれかに配分する駆動力を制御す
ることで、前記前輪と前記後輪のいずれか一方を主駆動輪とし他方を副駆動輪とする制御
手段を備えた駆動力制御装置であって、
　前記車両の車体速度を検出するための車速検出手段と、
　前記副駆動輪間の差動回転数を検出するための差回転検出手段と、を備え、
　前記制御手段は、前記車速検出手段により検出された車体速度が所定速度以下のとき、
前記差回転検出手段により検出された差動回転数が第１の閾値以上の状態が所定時間以上
継続したときは、前記駆動力配分装置による前記副駆動輪への駆動力の配分を禁止する制
御を行う
ことを特徴とする四輪駆動車両の駆動力制御装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、
　前記駆動力配分装置による前記副駆動輪への駆動力の配分を禁止している状態で、前記
差回転検出手段により検出された差動回転数が第２の閾値以下となったときは、前記駆動
力配分装置による前記副駆動輪への駆動力の配分を許可する
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ことを特徴とする請求項１に記載の四輪駆動車両の駆動力制御装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、
　前記駆動力配分装置による前記副駆動輪への駆動力の配分を禁止している状態で、前記
差回転検出手段により検出された差動回転数が第２の閾値以下となり、かつ、前記車速検
出手段により検出された車体速度が車両停止状態と判断可能な速度になったときは、前記
駆動力配分装置による前記副駆動輪への駆動力の配分を許可する
ことを特徴とする請求項１に記載の四輪駆動車両の駆動力制御装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、
　前記駆動力配分装置による前記副駆動輪への駆動力の配分を禁止する前に、
　前記車速検出手段により検出された車体速度が前記所定速度以下の状態で、前記差回転
検出手段で検出された差動回転数が前記第１の閾値よりも小さい第３の閾値以上になった
ときに、前記駆動源から前記駆動力伝達経路へ伝達される駆動トルクを低減する制御を行
う
ことを特徴とする請求項１に記載の四輪駆動車両の駆動力制御装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、
　前記駆動力配分装置による前記副駆動輪への駆動力の配分を禁止している状態で、前記
差回転検出手段により検出された差動回転数が第２の閾値以下となったときは、前記駆動
力配分装置による前記副駆動輪への駆動力の配分を許可し、
　その後、前記差回転検出手段で検出された差動回転数が前記第２の閾値よりも小さい第
４の閾値以下になったときは、前記駆動源から前記駆動力伝達経路へ伝達される駆動トル
クの低減を解除する制御を行う
ことを特徴とする請求項４に記載の四輪駆動車両の駆動力制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、四輪駆動車両が備える前輪と後輪のいずれかに配分する駆動力を制御するこ
とで、当該前輪と後輪のいずれか一方を主駆動輪とし他方を副駆動輪とする四輪駆動車両
の駆動力制御装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の四輪駆動車両では、例えば、特許文献１，２に示すように、電子制御式の駆動力
制御装置を搭載したものがある。特許文献１，２に示す四輪駆動車両は、前輪と後輪との
間に配置した駆動力配分装置によって後輪に配分する駆動力を制御することで、前輪を主
駆動輪とし後輪を副駆動輪とするものである。この駆動力制御装置は、エンジン及び自動
変速機を制御するための制御手段（ＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ）を備えており、ＦＩ／ＡＴ・Ｅ
ＣＵに入力されるエンジン回転数、吸気管内圧、吸入空気量などのＦＩ情報や、ギヤ段、
トルコン比などのＡＴ情報に基づいて車両の総駆動力を算出し、そのときの走行モードに
適切な後輪の駆動トルクを出力するような設定が行われている。さらに、車輪速センサー
などで前輪（主駆動輪）の空転状態を検出して、四輪駆動の出力トルクを増加させる制御
（差回転制御）を行うことで、雪上や悪路における走破性能を確保すると共に、クラッチ
のスリップを減少させてクラッチの保護を行っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第４０８２５４８号公報
【特許文献２】特許第４０８２５４９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の電子制御式の駆動力制御装置を搭載した四輪駆動車両は、走行す
る路面の影響などで、後輪（従動輪）の左右差回転（速度差）が過大になった場合でも、
そのことに対する保護制御は行われていなかった。そのため、後輪の左右の摩擦抵抗が大
きく異なる路面（いわゆるスプリットμ路面）を走行する場合などにおいて、リアデファ
レンシャルの差動回転数が許容限度を超えて過大になってしまう可能性があり、最悪の場
合、リアデファレンシャルのギヤやシャフトが焼き付いて破損に至るおそれがあった。
【０００５】
　この問題への対策としては、リアデファレンシャルを大型化して容量を増加させること
や、リアデファレンシャルが備えるピニオンシャフトの表面処理で回転時の摩擦に対する
耐性（タフネス）を増大させることなどで、リアデファレンシャルの強度を上げることが
ある。しかしながら、リアデファレンシャルの強度を上げる対策は、リアデファレンシャ
ルを含む四輪駆動機構の大型化、重量増、コスト増の要因となる。また、車体との干渉を
回避するためにサブフレームの形状を変更する必要が生じるなど、車体側のレイアウト設
計に影響を及ぼすおそれもある。
【０００６】
　また、上記の問題に対する他の対策として、後輪の左右差回転が過大になった状況を検
知した場合に、エンジントルクを下げる制御（エンジントルクダウン制御）を行うことで
リアデファレンシャルを保護する手法もある。しかしながら、異なる車種に搭載する駆動
機構は、通常、その構成やセッティングが同じではないため、エンジントルクダウン制御
の具体的な設定も異ならせる必要がある。そのため、開発する車種の全てのバリエーショ
ンに対して上記のようなエンジントルクダウン制御を導入することは、車両の開発コスト
に影響を与えてしまうという問題があった。
【０００７】
　本発明は上述の点に鑑みてなされたものであり、その目的は、四輪駆動機構の大型化、
重量増、コスト増などを招くことなく、比較的に簡単な制御で、従動輪の差回転が過大に
なる状況においてデファレンシャルなどの機構を効果的に保護することができる四輪駆動
車両の駆動力制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するための本発明は、駆動源（３）からの駆動力を前輪（Ｗ１，Ｗ２）
及び後輪（Ｗ３，Ｗ４）に伝達する駆動力伝達経路（２０）と、駆動力伝達経路（２０）
における前輪（Ｗ１，Ｗ２）又は後輪（Ｗ３，Ｗ４）と駆動源（３）との間に配置された
駆動力配分装置（１０）と、を備えた四輪駆動車両（１）において、駆動力配分装置（１
０）により前輪（Ｗ１，Ｗ２）と後輪（Ｗ３，Ｗ４）とのいずれかに配分する駆動力を制
御することで、前輪（Ｗ１，Ｗ２）と後輪（Ｗ３，Ｗ４）のいずれか一方を主駆動輪（Ｗ
１，Ｗ２）とし他方を副駆動輪（Ｗ３，Ｗ４）とする制御手段（５０）を備えた駆動力制
御装置であって、車両の車体速度を検出するための車速検出手段（Ｓ８）と、副駆動輪（
Ｗ３，Ｗ４）間の差動回転数を検出するための差回転検出手段（Ｓ３，Ｓ４）と、を備え
、制御手段（５０）は、車速検出手段（Ｓ８）により検出された車体速度が所定速度（Ｖ
０）以下のとき、差回転検出手段（Ｓ３，Ｓ４）により検出された差動回転数が第１の閾
値（Ｖ１，Ｖ１－１）以上の状態が所定時間（Ｔ１）以上継続したときは、駆動力配分装
置（１０）による副駆動輪（Ｗ３，Ｗ４）への駆動力の配分を禁止する制御を行うことを
特徴とする。
【０００９】
　本発明にかかる駆動力制御装置によれば、車速検出手段により検出された車体速度が所
定速度以下のときに、差回転検出手段により検出された差動回転数が第１の閾値以上の状
態が所定時間以上継続したときは、駆動力配分装置による副駆動輪への駆動力の配分を禁
止する制御を行うので、副駆動輪間の摩擦抵抗が大きく異なる路面などを走行する場合に
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おいて、副駆動輪間の差動回転数が許容範囲を超えて過大になることを防止できる。これ
により、副駆動輪間に設置したデファレンシャルやクラッチなどの差動回転数が過大にな
ることを防止できるので、これらが焼き付き破損に至ることを回避できる。また、本発明
にかかる上記の駆動力制御装置では、駆動力配分装置による副駆動輪への駆動力の配分を
制御手段で制御することで、副駆動輪間に設置したデファレンシャルやクラッチなど機構
を保護するので、四輪駆動車両が備える四輪駆動機構の構成自体は、従来から変更する必
要がなく、制御手段の制御プログラムを変更することのみで対応が可能である。したがっ
て、四輪駆動機構の大型化、部品点数の増加、重量増、コスト増などを招くおそれがない
。
【００１０】
　また、上記の駆動力制御装置では、制御手段（５０）は、駆動力配分装置（１０）によ
る副駆動輪（Ｗ３，Ｗ４）への駆動力の配分を禁止している状態で、差回転検出手段（Ｓ
３，Ｓ４）により検出された差動回転数が第２の閾値（Ｖ２，Ｖ１－２）以下となったと
きは、駆動力配分装置（１０）による副駆動輪（Ｗ３，Ｗ４）への駆動力の配分を許可す
るとよい。
【００１１】
　すなわち、差回転検出手段により検出された差動回転数が第２の閾値以下となったとき
は、駆動力配分装置による副駆動輪への駆動力の配分を許可することで、副駆動輪間の差
動回転数がデファレンシャルやクラッチなどの焼き付き破損に至るおそれのない回転数に
低下したと判断したら、当該デファレンシャルやクラッチなどの保護制御を停止して、副
駆動輪に駆動力を配分して四輪駆動状態に復帰するようにしている。これにより、早期に
四輪駆動状態に復帰できるので、雪上や悪路における走破性能を確保することができる。
【００１２】
　また、この場合、制御手段（５０）は、差回転検出手段（Ｓ３，Ｓ４）により検出され
た差動回転数が第２の閾値（Ｖ２，Ｖ１－２）以下となったことに加えて、車速検出手段
（Ｓ８）により検出された車体速度が車両停止状態と判断可能な速度になったときに、駆
動力配分装置（１０）による副駆動輪（Ｗ３，Ｗ４）への駆動力の配分を許可することが
望ましい。すなわちここでは、駆動力配分装置による副駆動輪への駆動力の配分を許可す
るための条件として、車両の停車状態を条件とすることで、副駆動輪への駆動力の配分を
禁止する二輪駆動状態から、副駆動輪への駆動力の配分を許可する四輪駆動状態に復帰す
る際に、車輪側に伝わる駆動力の急激な変動によって車両の挙動に影響を及ぼすことを回
避することができる。
【００１３】
　また、上記の駆動力制御装置では、制御手段（５０）は、駆動力配分装置（１０）によ
る副駆動輪（Ｗ３，Ｗ４）への駆動力の配分を禁止する前に、車速検出手段（Ｓ８）によ
り検出された車体速度が所定速度（Ｖ０）以下の状態で、差回転検出手段（Ｓ３，Ｓ４）
で検出された差動回転数が第１の閾値（Ｖ１－１）よりも小さい第３の閾値（Ｖ２－１）
以上になったときに、駆動源（３）から駆動力伝達経路（２０）へ伝達される駆動トルク
を低減する制御を行うとよい。
【００１４】
　副駆動輪への駆動力の配分を禁止する際に、主駆動輪に伝達される駆動力が急激に変動
することで、主駆動輪の空転が過度に増大したり、車体に加わる加速度が大きく変動した
りするおそれがある。そのため、上記のように、駆動力配分装置による副駆動輪への駆動
力の配分を禁止する前に、所定の条件を満たした時点で駆動源から駆動力伝達経路へ伝達
される駆動トルクを低減する制御を行うようにするとよい。これにより、駆動力配分装置
による副駆動輪への駆動力の配分を禁止する制御だけを行う場合と比較して、主駆動輪に
伝達される駆動力が急激に変動することを抑制できるので、車両の挙動を安定した状態に
保つことができる。
【００１５】
　また、この場合、制御手段（５０）は、駆動力配分装置（１０）による副駆動輪（Ｗ３
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，Ｗ４）への駆動力の配分を禁止している状態で、差回転検出手段（Ｓ３，Ｓ４）により
検出された差動回転数が第２の閾値（Ｖ１－２）以下となったときは、駆動力配分装置（
１０）による副駆動輪（Ｗ３，Ｗ４）への駆動力の配分を許可し、その後、差回転検出手
段（Ｓ３，Ｓ４）で検出された差動回転数が第２の閾値（Ｖ１－２）よりも小さい第４の
閾値（Ｖ２－２）以下になったときは、駆動源（３）から駆動力伝達経路（２０）へ伝達
される駆動トルクの低減を解除する制御を行うとよい。これによれば、駆動力配分装置に
よる副駆動輪への駆動力の配分の禁止を解除する際にも、駆動源から駆動力伝達経路へ伝
達される駆動トルクが低減された状態が継続しているので、主駆動輪に伝達される駆動力
が急激に変動することを防止でき、車両の挙動を安定した状態に保つことができる。
　なお、上記の括弧内の符号は、後述する実施形態における構成要素の符号を本発明の一
例として示したものである。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明にかかる四輪駆動車両の駆動力制御装置によれば、四輪駆動機構の大型化、重量
増、部品点数の増加、コスト増などを招くことなく、比較的に簡単な制御で、従動輪の差
回転が過大になる状況においてデファレンシャルなどの機構を効果的に保護することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態にかかる駆動力制御装置を備えた四輪駆動車両の概略構成を示
す図である。
【図２】本発明の第１実施形態にかかるリアデフ保護制御のタイムチャートを示すグラフ
である。
【図３】第１実施形態にかかるリアデフ保護制御の実行判断手順を示すフローチャートで
ある。
【図４】第１実施形態にかかるリアデフ保護制御の終了判断手順を示すフローチャートで
ある。
【図５】本発明の第２実施形態にかかるリアデフ保護制御のタイムチャートを示すグラフ
である。
【図６】第２実施形態にかかるリアデフ保護制御の実行判断手順を示すフローチャートで
ある。
【図７】第２実施形態にかかるリアデフ保護制御の終了判断手順を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、添付図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。
〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の実施形態にかかる駆動力制御装置を備えた四輪駆動車両の概略構成を
示す図である。同図に示す四輪駆動車両１は、車両の前部に横置きに搭載したエンジン（
駆動源）３と、エンジン３と一体に設置された自動変速機４と、エンジン３からの駆動力
を前輪Ｗ１，Ｗ２及び後輪Ｗ３，Ｗ４に伝達するための駆動力伝達経路２０とを備えてい
る。
【００１９】
　エンジン３の出力軸（図示せず）は、自動変速機４、フロントディファレンシャル（以
下「フロントデフ」という）５、左右のフロントドライブシャフト６，６を介して、主駆
動輪である左右の前輪Ｗ１，Ｗ２に連結されている。さらに、エンジン３の出力軸は、自
動変速機４、フロントデフ５、プロペラシャフト７、リアデファレンシャルユニット（以
下「リアデフユニット」という）８、左右のリアドライブシャフト９，９を介して副駆動
輪である左右の後輪Ｗ３，Ｗ４に連結されている。
【００２０】
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　リアデフユニット８には、左右のリアドライブシャフト９，９に駆動力を配分するため
のリアデファレンシャル（以下、「リアデフ」という。）１１と、プロペラシャフト７か
らリアデフ１１への駆動力伝達経路を接続・切断するための前後トルク配分用クラッチ１
０とが設けられている。前後トルク配分用クラッチ１０は、油圧式のクラッチであり、駆
動力伝達経路２０において後輪Ｗ３，Ｗ４に配分する駆動力を制御するための駆動力配分
装置である。後述する４ＷＤ・ＥＣＵ５０は、この前後トルク配分用クラッチ１０で後輪
Ｗ３，Ｗ４に配分する駆動力を制御することで、前輪Ｗ１，Ｗ２を主駆動輪とし、後輪Ｗ
３，Ｗ４を副駆動輪とする駆動制御を行うようになっている。
【００２１】
　すなわち、前後トルク配分用クラッチ１０が解除（切断）されているときには、プロペ
ラシャフト７の回転がリアデフ１１側に伝達されず、エンジン３のトルクがすべて前輪Ｗ
１，Ｗ２に伝達されることで、前輪駆動（２ＷＤ）状態となる。一方、前後トルク配分用
クラッチ１０が接続されているときには、プロペラシャフト７の回転がリアデフ１１側に
伝達されることで、エンジン３のトルクが前輪Ｗ１，Ｗ２と後輪Ｗ３，Ｗ４の両方に配分
されて四輪駆動（４ＷＤ）状態となる。
【００２２】
　また、四輪駆動車両１には、車両の駆動を制御するための制御手段であるＦＩ／ＡＴ・
ＥＣＵ３０、ＶＳＡ・ＥＣＵ４０、４ＷＤ・ＥＣＵ５０が設けられている。また、左のフ
ロントドライブシャフト６の回転数に基づいて左前輪Ｗ１の車輪速を検出する左前輪速度
センサＳ１と、右のフロントドライブシャフト６の回転数に基づいて右前輪Ｗ２の車輪速
を検出する右前輪速度センサＳ２と、左のリアドライブシャフト９の回転数に基づいて左
後輪Ｗ３の車輪速を検出する左後輪速度センサＳ３と、右のリアドライブシャフト９の回
転数に基づいて右後輪Ｗ４の車輪速を検出する右後輪速度センサＳ４とが設けられている
。これら４つの車輪速度センサＳ１～Ｓ４は、左右前後の車輪Ｗ１～Ｗ４の車輪速ＶＷ１
～ＶＷ４をそれぞれ検出する。車輪速ＶＷ１～ＶＷ４の検出信号は、ＶＳＡ・ＥＣＵ４０
に送られるようになっている。
【００２３】
　また、この四輪駆動車両１には、ステアリングホイール１５の操舵角を検出する操舵角
センサＳ５と、車体のヨーレートを検出するヨーレートセンサＳ６と、車体の横加速度を
検出する横加速度センサＳ７と、車両の車体速度（車速）を検出するための車速センサＳ
８などが設けられている。これら操舵角センサＳ５、ヨーレートセンサＳ６、横加速度セ
ンサＳ７、車速センサＳ８による検出信号は、４ＷＤ・ＥＣＵ５０に送られるようになっ
ている。
【００２４】
　ＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ３０は、エンジン３及び自動変速機４を制御する制御手段であり、
ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＣＰＵおよびＩ／Ｏインターフェースなどからなるマイクロコンピュー
タ（いずれも図示せず）を備えて構成されている。このＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ３０には、ス
ロットル開度センサＳ９で検出されたスロットル開度Ｔｈの検出信号、エンジン回転数セ
ンサＳ１０で検出されたエンジン回転数Ｎｅの検出信号、及びシフトポジションセンサＳ
１１で検出されたシフトポジションの検出信号などが送られるようになっている。また、
ＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ３０には、エンジン回転数Ｎｅとスロットル開度Ｔｈとエンジントル
ク推定値Ｔｅとの関係を記したエンジントルクマップが格納されており、スロットル開度
センサＳ９で検出されたスロットル開度Ｔｈと、エンジン回転数センサＳ１０で検出され
たエンジン回転数Ｎｅとに基づいて、エンジントルクの推定値Ｔｅを算出するようになっ
ている。
【００２５】
　ＶＳＡ・ＥＣＵ４０は、左右前後の車輪Ｗ１～Ｗ４のアンチロック制御を行うことでブ
レーキ時の車輪ロックを防ぐためのＡＢＳ（Antilock Braking System）としての機能と
、車両の加速時などの車輪空転を防ぐためのＴＣＳ（Traction Control System）として
の機能と、旋回時の横すべり抑制システムとしての機能とを備えた制御手段であって、上
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記３つの機能をコントロールすることで車両挙動安定化制御を行うものである。このＶＳ
Ａ・ＥＣＵ４０は、上記のＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ３０と同様に、マイクロコンピュータで構
成されている。
【００２６】
　４ＷＤ・ＥＣＵ５０は、ＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ３０及びＶＳＡ・ＥＣＵ４０と同様に、マ
イクロコンピュータで構成されている。４ＷＤ・ＥＣＵ５０とＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ３０及
びＶＳＡ・ＥＣＵ４０とは相互に接続されている。したがって、４ＷＤ・ＥＣＵ５０には
、ＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ３０及びＶＳＡ・ＥＣＵ４０とのシリアル通信により、上記の車輪
速度センサＳ１～Ｓ４，シフトポジションセンサＳ１１などの検出信号や、エンジントル
ク推定値Ｔｅの情報などが入力されるようになっている。４ＷＤ・ＥＣＵ５０は、これら
の入力情報に応じて、ＲＯＭに記憶された制御プログラムおよびＲＡＭに記憶された各フ
ラグ値および演算値などに基づいて、後述するように、後輪Ｗ３，Ｗ４に配分する駆動力
およびこれに対応する前後トルク配分用クラッチ１０への油圧供給量を演算すると共に、
当該演算結果に基づく駆動信号を前後トルク配分用クラッチ１０に出力する。これによっ
て前後トルク配分用クラッチ１０の締結力を制御し、後輪Ｗ３，Ｗ４に配分する駆動力を
制御するようになっている。
【００２７】
　ここで、本実施形態にかかる駆動力制御装置による駆動力配分制御（以下、当該制御を
「リアデフ保護制御」と称する。）の具体的な内容について説明する。図２は、本実施形
態におけるリアデフ保護制御のタイムチャートを示すグラフである。同図のグラフでは、
リアデフ保護制御を行う際の経過時間に対する後輪車輪速、前後輪差回転、後輪車輪速左
右差（後輪左右差回転）、リアデフ保護制御の実行判断フラグの変化をそれぞれ示してい
る。なお、後輪車輪速に加えて、左右の前輪Ｗ１，Ｗ２の車輪速も併記している。
【００２８】
　本実施形態のリアデフ保護制御では、図２のタイムチャートに示すように、後輪左右差
回転が閾値Ｖ１（８０ｋｍ／ｈ）を超えた時点で、リアデフ保護制御の実行判断フラグを
立て、リアデフ保護制御を実行する。ここでのリアデフ保護制御の具体的な内容は、前後
トルク配分用クラッチ１０が接続されて副駆動輪である後輪Ｗ３，Ｗ４に駆動力が配分さ
れる四輪駆動状態において、４ＷＤ・ＥＣＵ５０からの指令により、前後トルク配分用ク
ラッチ１０を切断（解除）することで、後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止する（後
輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力配分を０とする）ことにより、二輪駆動状態とする制御を行うも
のである。
【００２９】
　その後、後輪左右差回転が減少して閾値Ｖ２（２０ｋｍ／ｈ）を下回った場合は、リア
デフ保護制御の実行判断フラグを解除して、リアデフ保護制御を終了する。なお、実際に
は、安全性を考慮して、後述するように車両が停止した場合にリアデフ保護制御を終了す
る。
【００３０】
　図３は、リアデフ保護制御の実行判断手順を示すフローチャートである。リアデフ保護
制御の実行判断においては、まず、車速センサＳ８で検出された車体速度がＶ０＝１２０
ｋｍ／ｈ以下であるか否かを判断する（ステップＳＴ１－１）。その結果、車体速度がＶ
０＝１２０ｋｍ／ｈ以下でなければ（ＮＯ）、リアデフ保護制御を実行しない（ステップ
ＳＴ１－２）。また、このとき既にリアデフの保護制御実行判断タイマーが加算されてい
る場合には、当該保護制御実行判断タイマーをリセットする。一方、ステップＳＴ１－１
で車体速度がＶ０＝１２０ｋｍ／ｈ以下の場合（ＹＥＳ）は、続けて、左後輪速度センサ
Ｓ３で検出した左後輪Ｗ３の車輪速ＶＷ３と、右後輪速度センサＳ４で検出した右後輪Ｗ
４の車輪速ＶＷ４との差（以下、「後輪車輪速左右差」という。）が８０ｋｍ／ｈ（閾値
Ｖ１）以上であるか否かを判断する（ステップＳＴ１－３）。その結果、後輪車輪速左右
差が８０ｋｍ／ｈ未満であれば（ＮＯ）、リアデフ保護制御を実行しない（ステップＳＴ
１－２）。一方、ステップＳＴ１－３で後輪車輪速左右差が８０ｋｍ／ｈ以上である場合
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（ＹＥＳ）は、続けて、後輪車輪速左右差が８０ｋｍ／ｈ以上の状態がＴ１＝０．１ｓｅ
ｃ継続したか否かを判断する（ステップＳＴ１－４）。その結果、後輪車輪速左右差が８
０ｋｍ／ｈ以上の状態の継続時間がＴ１＝０．１ｓｅｃ未満であれば（ＮＯ）、保護制御
実行判断タイマーを加算する（ステップＳＴ１－５）。一方、後輪車輪速左右差が８０ｋ
ｍ／ｈ以上の状態がＴ１＝０．１ｓｅｃ以上継続した場合（ＹＥＳ）は、リアデフ保護制
御を実行する（ステップＳＴ１－６）。
【００３１】
　すなわち、４ＷＤ・ＥＣＵ５０は、車体速度がＶ０＝１２０ｋｍ（所定速度）以下で、
かつ、後輪車輪速左右差が閾値Ｖ１＝８０ｋｍ（第１の閾値）以上の状態がＴ１＝０．１
ｓｅｃ（所定時間）以上継続したときに、リアデフ保護制御として、前後トルク配分用ク
ラッチ１０を切断して副駆動輪である後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止する制御を
行う。なお、上記のステップＳＴ１－１で車体速度がＶ０＝１２０ｋｍ／ｈ以下であるこ
とを条件としたのは、後輪Ｗ３，Ｗ４に伝達される駆動トルクが高く、リアデフ１１の差
動回転数が許容範囲を超えて過大になる可能性のある車速のみで保護制御を作動させるよ
うにするためである。また、ステップＳＴ１－４で、後輪車輪速左右差が閾値Ｖ１＝８０
ｋｍ／ｈ以上の状態がＴ１＝０．１ｓｅｃ以上継続することを条件としたのは、左右の後
輪Ｗ３，Ｗ４の摩擦抵抗が大きく異なる状況の路面（いわゆるスプリットμ路面）を走行
しているときなどに、リアデフ１１の差動回転数が許容範囲を超えて過大になり得る状況
を適切に抽出するためである。
【００３２】
　図４は、リアデフ保護制御の終了判断手順を示すフローチャートである。以下で説明す
るリアデフ保護制御の終了判断は、上述したリアデフ保護制御の実行中に行われるもので
ある。ここではまず、後輪車輪速左右差が２０ｋｍ／ｈ（閾値Ｖ２）以下であるか否かを
判断する（ステップＳＴ２－１）。その結果、後輪車輪速左右差が２０ｋｍ／ｈ以下でな
ければ（ＮＯ）、リアデフ保護制御を終了せずに継続する（ステップＳＴ２－２）。一方
、後輪車輪速左右差が２０ｋｍ／ｈ以下である場合（ＹＥＳ）には、続けて、車体速度が
０ｋｍ／ｈであるか否か、すなわち停車状態であるか否かを判断する（ステップＳＴ２－
３）。その結果、車体速度が０ｋｍ／ｈでなければ（ＮＯ）、リアデフ保護制御を継続す
る（ステップＳＴ２－２）。一方、車体速度が０ｋｍ／ｈであれば（ＹＥＳ）、リアデフ
保護制御を終了して、通常の四輪駆動状態に復帰する（ステップＳＴ２－４）。
【００３３】
　すなわち、リアデフ保護制御によって、副駆動輪である後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配
分を禁止している状態で、後輪車輪速左右差が閾値Ｖ２＝２０ｋｍ（第２の閾値）以下と
なったときは、副駆動輪である後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を許可する。ここでは、
上記のステップＳＴ２－１で、後輪車輪速左右差が２０ｋｍ／ｈ以下であることを条件と
したのは、リアデフ保護制御の実行によって、リアデフ１１の差動回転数が焼き付き破損
に至るおそれのない回転数まで低下したことを適切に判断するためである。また、ステッ
プＳＴ２－３で、車両が停車状態になっていることを条件としたのは、リアデフ保護制御
を実行している二輪駆動状態から、リアデフ保護制御を終了して四輪駆動状態に復帰する
際に、車両が停車状態になってから四輪駆動状態に復帰させるようにすることで、車輪Ｗ
１～Ｗ４に伝達される駆動力が急激に変動することで、車両の挙動に影響を及ぼすことを
回避するためである。
【００３４】
〔第２実施形態〕
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。なお、第２実施形態の説明及び対応す
る図面においては、第１実施形態と同一又は相当する構成部分には同一の符号を付し、以
下ではその部分の詳細な説明は省略する。また、以下で説明する事項以外の事項について
は、第１実施形態と同じである。この点は、他の実施形態においても同様である。
【００３５】
　本実施形態のリアデフ保護制御では、第１実施形態のリアデフ保護制御において、さら
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に、前後トルク配分用クラッチ１０による後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止する前
に、所定の条件を満たした時点でエンジン３から駆動力伝達経路２０へ伝達される駆動ト
ルクを低減する制御（以下、「エンジントルクダウン制御」という。）を行うようにして
いる。これにより、前後トルク配分用クラッチ１０による後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配
分を禁止する制御のみを行う場合と比較して、後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止す
る際に前輪Ｗ１，Ｗ２に伝達される駆動力が急激に変動することを抑制できるので、車両
の挙動を安定した状態に保つことができる。
【００３６】
　図５は、本実施形態にかかるリアデフ保護制御のタイムチャートを示すグラフであり、
第１実施形態の図２のグラフに対応するものである。本実施形態のリアデフ保護制御では
、図５のタイムチャートに示すように、後輪車輪速左右差（後輪左右差回転）が閾値Ｖ２
－１（６０ｋｍ／ｈ）を超えた時点でエンジントルクダウン要求フラグを立てて、エンジ
ントルクダウン制御を実行する。その後、後輪車輪速左右差が閾値Ｖ１－１（８０ｋｍ／
ｈ）を超えた時点でリアデフ保護制御実行フラグを立てて、リアデフ保護制御を実行する
。一方、後輪車輪速左右差が減少して閾値Ｖ１－２（４０ｋｍ／ｈ）を下回ったらリアデ
フ保護制御実行フラグを解除して、リアデフ保護制御を終了する。なお、実際のリアデフ
保護制御の終了は、安全性を考慮して、後述するように車両停止時に行う。その後、さら
に後輪車輪速左右差が減少して閾値Ｖ２－２（２０ｋｍ／ｈ）を下回ったら、エンジント
ルクダウン要求フラグを解除して、エンジントルクダウン制御を終了する。
【００３７】
　図６は、第２実施形態におけるリアデフ保護制御の実行判断手順を示すフローチャート
である。ここではまず、車速センサＳ８で検出された車体速度がＶ０＝１２０ｋｍ／ｈ以
下であるか否かを判断する（ステップＳＴ３－１）。その結果、車体速度が１２０ｋｍ／
ｈ以下でなければ（ＮＯ）、エンジントルクダウン制御及びリアデフ保護制御をいずれも
実行しない（ステップＳＴ３－２）。一方、ステップＳＴ３－１で車体速度がＶ０＝１２
０ｋｍ／ｈ以下である場合（ＹＥＳ）は、続けて、後輪車輪速左右差が６０ｋｍ／ｈ（閾
値Ｖ２－１）以上であるか否かを判断する（ステップＳＴ３－３）。その結果、後輪車輪
速左右差が６０ｋｍ／ｈ未満であれば（ＮＯ）、エンジントルクダウン制御及びリアデフ
保護制御をいずれも実行しない（ステップＳＴ３－２）。一方、後輪車輪速左右差が６０
ｋｍ／ｈ以上の場合は、エンジントルクダウン要求フラグを立てて、エンジントルクダウ
ン制御を実行する（ステップＳＴ３－４）。具体的には、ＦＩ／ＡＴ・ＥＣＵ３０からエ
ンジン３に対してエンジントルク推定値Ｔｅを減少させるために必要な指令を出す。
【００３８】
　その後、後輪車輪速左右差が８０ｋｍ／ｈ（閾値Ｖ１－１）以上であるか否かを判断す
る（ステップＳＴ３－５）。その結果、後輪車輪速左右差が８０ｋｍ／ｈ未満であれば（
ＮＯ）、リアデフ保護制御を実行しない（ステップＳＴ３－６）。またこのとき、既に保
護制御実行判断タイマーが加算されている場合には、当該リアデフ保護制御実行判断タイ
マーをリセットする。一方、ステップＳＴ３－５で後輪車輪速左右差が８０ｋｍ／ｈ以上
の場合（ＹＥＳ）は、続けて、後輪車輪速左右差が８０ｋｍ／ｈ以上の状態がＴ１＝０．
１ｓｅｃ継続したか否かを判断する（ステップＳＴ３－７）。その結果、後輪車輪速左右
差が８０ｋｍ／ｈ以上の状態の継続時間がＴ１＝０．１ｓｅｃ未満であれば（ＮＯ）、そ
の時点では、リアデフ保護制御を実行せずに、保護制御実行判断タイマーを加算する（ス
テップＳＴ３－８）。一方、ステップＳＴ３－７で、後輪車輪速左右差が８０ｋｍ／ｈ以
上の状態がＴ１＝０．１ｓｅｃ以上継続した場合（ＹＥＳ）は、リアデフ保護制御実行フ
ラグを立てて、リアデフ保護制御を実行する（ステップＳＴ３－９）。
【００３９】
　すなわち、本実施形態のリアデフ保護制御では、前後トルク配分用クラッチ１０の切断
により後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止する前に、車体速度がＶ０＝１２０ｋｍ／
ｈ（所定速度）以下で、かつ、後輪車輪速左右差がリアデフ保護制御を実行するための閾
値Ｖ１－１＝８０ｋｍ（第１の閾値）よりも小さい閾値Ｖ２－１＝６０ｋｍ（第３の閾値



(10) JP 5406385 B2 2014.2.5

10

20

30

40

）以上となったときに、エンジン３から駆動力伝達経路２０へ伝達される駆動トルクを低
減する制御（エンジントルクダウン制御）を行うようにしている。
【００４０】
　図７は、第２実施形態にかかるリアデフ保護制御の終了判断手順を示すフローチャート
である。ここではまず、後輪車輪速左右差が４０ｋｍ／ｈ（閾値Ｖ１－２）以下であるか
否かを判断する（ステップＳＴ４－１）。その結果、後輪車輪速左右差が４０ｋｍ／ｈ以
下でなければ（ＮＯ）、エンジントルクダウン制御及びリアデフ保護制御を共に継続する
（ステップＳＴ４－２）。一方、後輪車輪速左右差が４０ｋｍ／ｈ以下であれば（ＹＥＳ
）、続けて、車体速度が０ｋｍ／ｈ、すなわち停車状態であるか否かを判断する（ステッ
プＳＴ４－３）。その結果、車体速度が０ｋｍ／ｈでなければ（ＮＯ）、エンジントルク
ダウン制御及びリアデフ保護制御を共に継続する（ステップＳＴ４－２）。一方、車体速
度が０ｋｍ／ｈであれば（ＹＥＳ）、リアデフ保護制御を終了して、通常の四輪駆動状態
に復帰する（ステップＳＴ４－４）。その後、後輪車輪速左右差が２０ｋｍ／ｈ（閾値Ｖ
２－２）以下であるか否かを判断する（ステップＳＴ４－５）。その結果、後輪車輪速左
右差が２０ｋｍ／ｈ以下でなければ（ＮＯ）、エンジントルクダウン制御を継続する（ス
テップＳＴ４－６）。一方、後輪車輪速左右差が２０ｋｍ／ｈ以下であれば（ＹＥＳ）、
エンジントルクダウン制御を終了する（ステップＳＴ４－７）。
【００４１】
　すなわち、本実施形態のリアデフ保護制御では、前後トルク配分用クラッチ１０による
後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止している状態で、後輪車輪速左右差が閾値Ｖ１－
２＝４０ｋｍ（第２の閾値）以下となったときは、副駆動輪である後輪Ｗ３，Ｗ４への駆
動力の配分を許可し、その後、後輪車輪速左右差が閾値Ｖ１－２よりも小さい他の閾値Ｖ
２－２＝２０ｋｍ（第４の閾値）以下となったときは、エンジン３から駆動力伝達経路２
０へ伝達される駆動トルクの低減を解除する制御を行う。
【００４２】
　第１実施形態におけるリアデフ保護制御のように、前後トルク配分用クラッチ１０の切
断で後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止する制御だけを行うと、前輪Ｗ１，Ｗ２に伝
達される駆動力が急激に変動することで、前輪Ｗ１，Ｗ２の空転が過度に増大したり、車
体に加わる加速度が大きく変動したりするおそれがある。そのため、本実施形態のリアデ
フ保護制御では、後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止する前に、所定の条件を満たし
た時点でエンジン３から駆動力伝達経路２０へ伝達される駆動トルクを低減する制御を行
うようにしている。これにより、後輪Ｗ３，Ｗ４への駆動力の配分を禁止する制御のみを
行う場合と比較して、前輪Ｗ１，Ｗ２に伝達される駆動力が急激に変動することを抑制で
きるので、車両の挙動を安定した状態に保つことができる。
【００４３】
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではな
く、特許請求の範囲、及び明細書と図面に記載された技術的思想の範囲内において種々の
変形が可能である。例えば、上記各実施形態で示したリアデフ保護制御やエンジントルク
ダウン制御の実行及び終了を判断するための各種の設定値（車速Ｖ０，後輪車輪速左右差
の閾値Ｖ１，Ｖ２，Ｖ１－１、Ｖ１－２，Ｖ２－１，Ｖ２－２など）の具体的な数値は、
いずれも一例であり、各設定値の具体的な数値は、他の値であってもよい。また、上記実
施形態では、車体速度が０ｋｍ／ｈとなったときに車両が停止状態と判断する場合を示し
たが、上記の０ｋｍ／ｈ以外の車体速度になったときに、車両が停止状態と判断すること
も可能である。
【００４４】
　また、上記実施形態では、リアデフ保護制御を終了するための条件として、後輪車輪速
左右差が閾値Ｖ２（Ｖ１－２）以下になり、かつ、車体速度が０ｋｍ／ｈ（車両が停車状
態）になったことを必要としているが、これ以外にも、後輪車輪速左右差が閾値Ｖ２（Ｖ
１－２）以下になったことのみを条件にすることも可能である。
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